
島根県社会福祉施設等施設整備事業及び医療施設等施設整備事業

に係る検査実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、平成３０年３月２６日付け地福第１４７３号島根県健康

福祉部長通知「社会福祉施設等施設整備に関する入札契約事務取扱要領の制

定について」及び令和３年１２月１５日付け医第１２８１号島根県健康福祉

部長通知「医療施設等施設整備事業の適正実施に関する指導事項の改正につ

いて」の別紙「医療施設等施設整備事業の適正実施に関する指導事項」におけ

る検査について必要な事項を定めるものとする。 

 

（検査の目的） 

第２条 検査は、国庫補助等に係る社会福祉施設等施設整備事業及び医療施設

等施設整備事業（以下、「補助事業」という。）の適正な実施を期すとともに、

良質な施設整備に資することを目的とする。 

 

（検査員） 

第３条 事業担当課長（以下、「担当課長」という。）は、前条の検査を行わせる

ために検査員を指名するものとする。 

 

（検査の種類） 

第４条 検査の種類は、次のとおりとする。 

一 設計審査 設計図書の審査（別表１に掲げる補助事業に限る） 

二 中間検査 工事中間時点において行う検査 

三 完了検査 工事完了時点において行う検査 

四 部分引渡し検査 工事完了前において、設計図書に定められた特定の部

分（仮設施設設備工事及び解体撤去工事等の独立した工程が完了した場合

を含む。）が完成し、当該部分の引渡しを受ける必要がある場合に、当該部

分の適否を確認するために行う検査 

五 部分使用検査 工事の完了前において、特定の部分を使用する必要があ

る場合（解体撤去工事等の独立した工程が完了した場合を含む。）に、当該

使用部分の安全及び適否を確認するために行う検査 

 

（検査の方法） 

第５条 設計審査は書面審査とし、中間検査、完了検査、部分引渡し検査及び部

分使用検査は実地検査とする。但し、別表２に掲げる補助事業については、中



間検査及び完了検査は書面検査ができるものとし、部分引渡し検査及び部分

使用検査は省略ができるものとする。 

２ 書面審査及び書面検査は、設計図書等の書類を精査して行うものとする。 

３ 実地検査は、補助事業者の事務所、工事現場その他必要な場所において、工

作物、物件、帳簿、書類等を精査して行うものとする。 

４ 検査員は、検査のために必要がある場合には、補助事業者等に質問し、資料

の提出を求めるものとする。 

５ 検査員は、検査の結果、補助事業の施行を不適切と認めたときは、補助事業

者に対して必要な措置を指示し、その措置結果の報告を求めるものとする。 

 

（地域福祉課担当職員の審査及び実地検査への同行） 

第６条 担当課長は、別表１に掲げる補助事業の設計審査に当たって、地域福祉

課長へ担当職員の設計審査の依頼をし、技術的な助言、指導を受けるものとす

る。 

２ 別表３に掲げる補助事業の中間検査、完了検査、部分引渡し検査及び部分使

用検査の実施に当たっては、地域福祉課長へ担当職員の中間検査、完了検査、

部分引渡し検査及び部分使用検査の同行を依頼し、技術的な助言、指導を受け

るものとする。 

 

（検査手続き） 

第７条 補助事業者は、建築基準法に基づく建築確認申請を行うと同時に、様式

１により当該工事に係る設計図書を担当課長に提出するものとする。 

２ 担当課長は、様式２により設計審査に係る意見を付して設計図書を補助事

業者に返送するものとする。 

３ 担当課長は、中間検査、完了検査、部分引渡し検査及び部分使用検査の実地

検査を行うときは、実施日の１０日前までに様式３により補助事業者に通知

するものとする。 

４ 検査員は、中間検査、完了検査、部分引渡し検査及び部分使用検査の実地検

査を行ったときは、様式４により復命するものとする。 

 

（検査後の措置） 

第８条 検査員の復命により、次の各号に掲げる事項が認められたときは、島根

県施設整備及び法人認可審査会（以下、「審査会」という。）において必要な措

置の検討を行うものとする。 

一 補助事業者が建設工事の予定価格の漏洩等の不正な入札又は一括下請、

二重契約等の不正な契約を行っていた場合 



二 手抜き工事、設計に基づかない工事内容の大幅な変更等を補助事業者が

容認していた場合 

三 その他、重大な不適正行為を行っていた場合 

２ 知事は、前項の審査会の検討結果に基づいて、補助金等の不交付及び補助金

等の返還並びに不正行為の公表等必要な処置を講ずるものとする。 

 

 

附 則 

この要綱は、平成１０年１０月１９日から施行し、平成１０年度事業から適用

する。 

附 則 

この要綱は、平成１１年７月２３日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１７年６月２２日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年１０月２３日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和 ３年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和 ３年１２月１５日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和 ８年 ５月１９日から施行する。  



（別表１） 

設計審査を実施する補助事業 

施 設 種 別 対 象 施 設  

社 会 福 祉 施 設 
入居型施設（但し、大規模修繕を除く。）及び補助金額

１億円以上の利用型施設 

老人保健施設等 
入居型施設（但し、大規模修繕を除く。）及び補助金額

１億円以上の利用型施設 

医 療 施 設 等 補助金額１億円以上の施設 

 

（別表２） 

中間検査及び完了検査を書面検査可能、並びに部分引渡し検査及び部分使用検

査を省略可能とする補助事業 

施 設 種 別 対 象 施 設 

社 会 福 祉 施 設 
入居型施設（但し、大規模修繕に限る。）及び補助金額

１千万円未満の利用型施設 

老人保健施設等 
入居型施設（但し、大規模修繕に限る。）及び補助金額

１千万円未満の利用型施設 

医 療 施 設 等 補助金額１億円未満の施設 

 

（別表３） 

中間検査、完了検査、部分引渡し検査及び部分使用検査の実施に当たって地域

福祉課担当職員が同行する補助事業 

施 設 種 別 対 象 施 設 検 査 の 種 類 

社会福祉施設 
入居型施設（但し、大規模修繕を除く。）

及び補助金額１億円以上の利用型施設 

中 間 検 査 

完 了 検 査 

部分引渡し検査 

部分使用検査 

老人保健施設等 
入居型施設（但し、大規模修繕を除く。）

及び補助金額１億円以上の利用型施設 

中 間 検 査 

完 了 検 査 

部分引渡し検査 

部分使用検査 

医 療 施 設 等 補助金額１億円以上の施設 

中 間 検 査 

完 了 検 査 

部分引渡し検査 

部分使用検査 

 


